
案件名：兵庫県地球温暖化対策推進計画（案）
意見募集期間：令和３年１月27日～令和３年２月16日
意見等の提出件数：299件（93人）

区分 件数

本文の趣旨に一致 6
計画・取組に反映 27
計画・取組に既に盛り込み済み 79
引き続き検討 65
対応困難 6
その他 116

 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
　兵庫県が「2050年温室効果ガス排
出量実質ゼロ」とする方針を打ち出
したことを歓迎し、県が推進する温
暖化対策に賛同する。

5   [本文の趣旨に一致しています]
　本計画に基づき取組を進めます。

コロナ感染拡大の中、命を守るこ
とを優先しながら地球も守ることを
伝えていく必要がある。コロナの中
での計画として（ウィズコロナとい
う考えも含めて）、見直す部分があ
るのではないか。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅲ（p.27）に、脱炭素の実現に向けては、

「グリーンリカバリー」の考え方の下、取り組むこ
とが求められること記載しています。また、第５章-
Ⅳに「テレワークやローテーション勤務、オンライ
ン会議等の推進」や「再配達削減のための宅配ボッ
クス設置の推進」など、感染拡大を予防する新たな
生活様式を踏まえた取組も示しています。

現在の県民の温暖化についての意
識をどの程度把握しているのか。そ
れをどう向上させて、どのような物
差しで評価していくのか。

1 　[既に盛り込み済みです]
「兵庫県環境基本計画」の点検・評価項目とし

て、「適応策の県民の認知度」を設定しており、毎
年度、温暖化対策に関する県民の意識調査を行って
いますが、より正確な状況を把握するために調査項
目の検討を行います。

県民は、「生活スタイルをどう変
化させるべきか。」、「エネルギー
の選択をどうしていくべきか。」な
ど的確な情報提供が必要。

概要版（案）は、わかりやすく親
しみやすいものになっていない。

県民にわかるよう要約版（ダイ
ジェスト）を作成し、広報すべき。

8 　[既に盛り込み済みです]
県民に取り組んでいただきたいライフスタイルの

転換等については、第５章-Ⅳ 方針４（p.37～39）
に記載しています。

来年度、県民にわかりやすいパンフレットを作成
し、周知を行います。

計画案は、大半が2030年以降に託
されていて、困難な目標に挑戦する
（2050年には必ずゼロにする）とい
う県の強い姿勢・意気込みが感じら
れない。

特に家庭部門への提案・お願いが
他人事のように感じ、緊迫感が伝わ
らない。

具体性に欠けており、絵に描いた
餅に終わる予測をしてしまう内容で
ある。

まずは、2030年を目標に、具体的
な充実した取組内容を示すべき。

7 　[既に盛り込み済みです]
2050年実質ゼロの実現には、2030年までの約10年

が重要であることから、2030年度目標を35～38％削
減（2013年度比）に強化し、達成に向けた具体的な
取組内容を第５章-Ⅳに示しています。

実質ゼロの実現は、現在の取組の単純な延長線に
あるとは言えず、ダイナミックな技術革新や社会構
造、ライフスタイルの転換が必要であることから、
このたびの計画では実現に向けた具体的な道筋を示
すことはできませんが、少しでも早く明確にしてい
くため、引き続き議論を続けていく旨を第４章-Ⅱ
（p.17）に記載しています。

また、国の動向はもとより、イノベーションの進
展等の状況も踏まえ、必要に応じて計画の見直しを
行う旨を第７章-Ⅳ（p.82）に記載しています。

全体

計画案は細分化され理解しやすい
が、各項目の取組が多岐にわたりす
ぎている。今すぐ必要でない取組は
今後に回し、もう少し内容を絞った
方が推進しやすいのではないか。多
種になると、わかりにくい。

1 　[既に盛り込み済みです]
温室効果ガスは多分野で排出され、その対策は多

岐にわたります。2050年実質ゼロの達成に向けて
は、少しでも温室効果ガス排出量を削減することが
重要であり、本計画で示す取組内容全てに取り組ん
でいくことが重要と考えます。

来年度、県民にわかりやすいパンフレットを作成
し、周知を行います。

　提出された意見等の概要とこれに対する考え方

全体
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

はじめに

（はじめに）
地球環境産業を発展させること

で、脱炭素社会を実現するという考
え方が、より現実的であり県民にも
わかりやすいものと思われる。

よって、原案の文章構成は、「地
球温暖化防止⇒脱炭素化⇒CO2削減⇒

再生可能エネルギー利用・CO2吸収」

となっているが、加えて「エネル
ギー安定供給・経費削減⇒再生可能
エネルギー産業・CO2産業・省エネ産

業の発展⇒気候変動対策・脱炭素社
会」のイメージで加筆してはどう
か。

1   [既に盛り込み済みです]
脱炭素社会の実現には、地球環境産業の発展も含

め、革新的なイノベーションが大前提である旨を記
載しています。

（p.2）
温暖化被害の抑制のため、「2050

年に温室効果ガス排出実質ゼロ」を
目指すこと。

1   [既に盛り込み済みです]
第１章-Ⅲ 計画の目標（p.2）に、「2050年二酸化

炭素排出量実質ゼロ」を目指す旨、記載していま
す。

（p.2）
CO2排出量実質ゼロの達成後は、そ

のままゼロを維持していくのか。そ
れとも、一度だけなのか。

1   [その他]
　CO2排出量実質ゼロの維持が必要と考えます。

（p.2）
「2050年までに」ではなく、せめ

て2030年までにCO2排出量をゼロにす

るよう努力していただきたい。

2   [対応困難です]
実質ゼロの実現は、現在の取組の単純な延長線に

あるとは言えず、ダイナミックな技術革新や社会構
造、ライフスタイルの転換が必要であることから、
2030年までの達成は現時点では現実的ではなく困難
と考えますが、少しでも早く達成できるよう努めて
いきます。

（p.2）
2050年に温室効果ガス実質ゼロと

しているが、その具体的な内容がな
く、2030年度目標を2050年目標のス
テップとして位置付けていない。明
確に示すべき。（2030年度目標が、
実質ゼロに繋がるものなのか不明。
中間目標の位置付けを明確にすべ
き。）

2   [引き続き検討します]
実質ゼロの実現は、現在の取組の単純な延長線に

あるとは言えず、ダイナミックな技術革新や社会構
造、ライフスタイルの転換が必要であることから、
2030年度目標のように2050年の分野別削減率等を示
すこと、また、2030年度目標が実質ゼロに繋がるも
のであることを証明することは、現時点では困難と
考えます。

なお、本計画では2050年の将来像を記載している
ものの、本計画の対象期間は2030年度までであるこ
とから、その旨を第１章-Ⅳ（p.2）に追記します。

（p.2）
CO2削減量及び再生可能エネルギー

導入量に加えて、2030年における地
球環境産業の規模見込を記載しては
どうか。

1   [引き続き検討します]
都道府県等の実行計画に定める事項として、「施

策の実施に関する目標」を追加することが国におい
て検討中であることから、ご提案いただいた地球環
境産業の規模見込も含めて、各分野の将来予測値や
個別施策の目標値等の提示は、引き続き検討しま
す。

（p.2）
今後の水素利用が極めて重要であ

るため、水素必要量、水素供給量、
水素の用途別使用量、CO2削減効果な

どを図表で説明するとわかりやす
い。

1   [引き続き検討します]
都道府県等の実行計画に定める事項として、「施

策の実施に関する目標」を追加することが国におい
て検討中です。提供可能な関連データを示します。

第１章-Ⅲ
計画の目標
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第３章-Ⅰ
温室効果ガ
ス排出の現
状

（p.13～14）
発電所などエネルギー転換部門の

排出量を消費側に算入しているが、
発電所等における温室効果ガス排出
量の割合を示すべき。

1   [対応困難です]
国の「地方公共団体実行計画（区域施策編）算

定・実施マニュアル（算定手法編）」において、
「エネルギー転換部門における自家消費等以外の排
出量（販売用の発電や熱生成に伴う排出）は、区域
の温室効果ガス排出量の算定の対象に含めない。」
とされており（つまり、消費側に算入）、加えて、
発電所ごとの燃料使用量等のデータも入手不可のた
め、算出は困難です。

（p.16）
大規模水力を含む方が（全国と同

条件で比較した方が）わかりやすい
のではないか。豪雨による河川の氾
濫等の水害対策を兼ねたダム建設
は、今後検討の余地はないのか。

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、図表34及び図表35を修正し、県

内、全国ともに小水力発電と大規模水力発電の値を
分けて記載しました。

なお、現状、新たなダムの建設予定はありませ
ん。

（p.16）
再生可能エネルギー以外の、その

他の電源構成についての説明がな
い。化石燃料に依存しない社会を目
指すのなら、現状の電源構成も明ら
かにすべき。

1   [引き続き検討します]
現時点では電源構成を示すための統計データ（発

電種類別の県内の発電量）が公表されていません
が、国に要望するなど必要な情報が収集できるよう
努めていきます。

（p.17）
再生可能エネルギーや水素を利用

したメタネーションを軸とした都市
ガス原料であれば、カーボンニュー
トラルであるため、p.17のℓ24～25に
記載の「地中に貯留もしくはエネル
ギー等として再利用されている。」
を「エネルギー等（カーボンニュー
トラルメタン等）として再利用され
ている。」としてはどうか。

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、p.17のℓ27～28に記載の「地中に

貯留もしくはエネルギー等として再利用されてい
る。」を「地中に貯留もしくはエネルギー等（カー
ボンニュートラルメタン等）として再利用されてい
る。」とします。

（p.18及びp.21）
p.18に掲載の2050年のイメージ図

の中で、「自分で使うエネルギーを
自分で作る暮らし」とあるが、コー
ジェネレーション（家庭用燃料電
池）も創エネ・省エネシステムの一
つなので、「高効率給湯器」を「高
効率給湯器・燃料電池等」と追記し
てはどうか。（p.21も同様に）

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、p.18のイメージ図中の「高効率

給湯器」を「高効率給湯器・燃料電池等」としま
す。

また、p.21のまち「エネルギー」に記載の「高効
率・ノンフロン家電、高効率給湯器の普及はもとよ
り」を「高効率・ノンフロン家電、高効率給湯器・
コージェネレーションシステム（燃料電池等）の普
及はもとより、」とします。

（p.17～22）
2050年のイメージを示す必要があ

り、そのイメージに向けて、2030年
までに準備しておく事項を設定し、
調査検討を進めるのが賢明と思われ
る。

どうやって実質ゼロを目指すのか
その考え方が明らかになっていな
い。

2   [引き続き検討します]
p.18に「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」社会

のイメージを示しており、p.19からp.22にその実現
に向けた取組の方向性を示しています。実質ゼロの
実現は、現在の取組の単純な延長線にあるとは言え
ず、ダイナミックな技術革新や社会構造、ライフス
タイルの転換が必要であることから、実現に向けた
道筋を明確にするために、引き続き議論を続けてい
きます。

（p.19～22）
p.19～22に示している「取組の方

向性」の各項目について、例えば、
５年単位での分野別削減計画等を明
確にするとともに、フォローアップ
（年次削減の点検等）の仕組みづく
りが必要ではないか。

1   [引き続き検討します]
実質ゼロの実現は、現在の取組の単純な延長線に

あるとは言えず、ダイナミックな技術革新や社会構
造、ライフスタイルの転換が必要であることから、
現時点で分野別の削減計画など具体的な道筋を明確
にすることは困難と考えます。一方で、都道府県等
の実行計画に定める事項として、「施策の実施に関
する目標」を追加することが国において検討中であ
ることから、ご提案いただいた分野別削減計画の策
定も含めて、引き続き議論を続けていきます。

第３章-Ⅱ
再生可能エ
ネルギー導
入の現状

第４章-Ⅱ
2050年実質
ゼロの社会
の姿
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.20）

「石炭火力発電の廃止・転換など
を含め」とあるが、「転換」とは何
に変えるのか不明なこともあり、
「廃止」のみとすべきではないか。

1   [対応困難です]
「転換」とは石炭から他燃料への転換を意味しま

す。現在、工場等で稼働している自家消費型石炭ボ
イラーの中には、発電のほか蒸気の利用も主目的の
１つとしているものもあり、ボイラーを完全に廃止
することが困難なケースもあります。そのような
ケースでは、石炭から他燃料への転換が求められる
ため、「転換」を削除することは困難と考えます。

（p.17、20、21）
化石燃料を使って水素を生成する

のであれば、石炭火力発電所と同じ
であるため、グリーン水素のみの活
用しか認めるべきではない。

6 　[既に盛り込み済みです]
水素の安定供給には、化石燃料から製造した水素

も必要（ただし、製造時に発生するCO2はCCUSにより

貯留もしくは再利用することが前提）となるかもし
れませんが、目指すところは再生可能エネルギー由
来の水素であり、そのために、「再生可能エネル
ギー由来水素の製造・貯蔵・利用等について産官学
が連携し、新たな水素利活用に関する研究・実証を
推進する」旨を第５章-Ⅳ 方針２-５（p.35）に記載
しています。

（p.17～22）
「CO2フリー水素の製造」、「石炭

火力発電から水素発電への転換の実
現」など、全体としては賛同できる
が、現在、兵庫県が進めるオースト
ラリアの褐炭から水素を製造する方
法は、製造時に発生するCO2を地中に

埋めるCCS技術を活用したものであ
り、技術面・コスト面において実用
段階に至っていない手法を即時採用
できるかのような計画にすることに
疑義がある。水素は有望な技術とし
て期待しているが、「①CCS技術の国
際的な評価を含めた検証・確立を見
極める必要があること、②褐炭を活
用した水素がグリーンウォッシュと
されないルールメイキングを前提と
した予算化・活動計画を立案するこ
と」を検討の上で、計画に記載いた
だきたい。

1

（p.20）
水素発電の有用性が不透明であ

る。技術開発にかかるコスト、リス
クが見えてこない。

1

（p.20）
「石炭火力発電から水素発電への

転換の実現」とあるが、資源のない
日本においては電源のベストミック
スが重要であり、火力発電所におい
てもCCSやCCUSを用いた脱炭素化技術
の進展も考えられる。水素発電には
大いに期待するものの、「転換の実
現」は書きすぎではないか。

1   [ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、水素発電に限定しない表現に修

正しました。（p.20）

（p.19）
住宅では、太陽熱温水器の省エネ

効果が大きいので、p.19のくらし
「エネルギー」に太陽熱温水器を加
えてはどうか。

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、p.19のくらし「エネルギー」の

１段目に記載の「太陽光発電の屋根置きと」を「太
陽光発電や太陽熱温水器の屋根置きと」とします。

  [引き続き検討します]
　再生可能エネルギーから水素を製造する技術が確
立し、大幅な再生可能エネルギーの導入が進むまで
は、褐炭から水素を製造する方法も必要と考えま
す。ご意見のとおり、水素の製造や貯蔵・利用等の
技術は発展途上の段階にあり、不透明なところもあ
りますが、水素に限らず、実質ゼロの実現は、現在
の取組の単純な延長線にあるとは言えず、ダイナ
ミックな技術革新等が必要であることから、イノ
ベーションの進展等の状況も注視しながら、必要に
応じて計画の見直しを検討していきます。

第４章-Ⅲ
2050年実質
ゼロに向け
た取組の方
向性
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.20）

「県内の再エネ由来電力を県内事
業者へ供給することを全県展開」と
あるが、県内の再エネ由来電力だけ
では必要な電力を賄えず、実際は市
場等からの電力調達とのセットにな
るのではないか。実施に当たって
は、「県内の再エネ由来電力」と限
定する必要はなく、県外からの調達
も視野に入れて事業展開を行うべ
き。

1   [引き続き検討します]
第４章-Ⅲに記載の取組の方向性は、現時点で考え

られる「2050年実質ゼロ」が実現した際の社会をイ
メージして記載しています。現状は、ご意見のとお
り県外からの調達も必要ですが、将来的には地域循
環共生圏の創出の観点からも、県内のものを県内で
消費する姿を目指すべきと考えます。

事業の推進に当たっては、ご意見のとおり電力の
安定供給という観点にも十分に注意を払って進めて
いきます。

（p.20）
再生可能エネルギーや水素を利用

したメタネーションを軸とした都市
ガス原料であれば、カーボンニュー
トラルであるため、p.20の製造業・
運輸業等に記載の「地中に貯留もし
くはエネルギー等として再利用する
…」を「エネルギー等（カーボン
ニュートラルメタン等）として再利
用する…」としてはどうか。

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、p.20の製造業・運輸業等の２段

目に記載の「地中に貯留もしくはエネルギー等とし
て再利用するCCUS及びDAC技術の活用」を「地中に貯
留もしくはエネルギー等（カーボンニュートラルメ
タン等）として再利用するCCUS及びDAC技術の活用」
とします。

（p.20）
CCUS、DACの利用を炭素固定に寄与

する製品を対象にすれば、炭素固定
ビジネスにならないか。

1   [既に盛り込み済みです]
p.20のしごと「農林水産業」に、CCUS及びDACによ

り回収したCO2の利用例として、野菜栽培工場での利

用の普及を記載しています。

（p.21）
ZEH、ZEBは新築対象だが、今後は

新築件数が大きく伸びることはない
と推測されることから、既存住宅や
ビルのゼロエネルギー化も必要では
ないか。

1   [引き続き検討します]
既存建築物のゼロエネルギー化も必要と考えます

が、費用等を考慮すると現時点では容易ではないこ
とから、本計画ではZEH、ZEBの標準化を新築に限定
して記載しています。既存建築物のゼロエネルギー
化については、引き続き検討します。

（p.21）
長野県のように、下水道の廃熱を

利用することも有効ではないか。

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、p.21のまち「都市と地域・土地

利用」の４段目に記載の「ごみ焼却施設等の廃熱
を」を「ごみ焼却施設や下水道等の廃熱を」としま
す。

（p.23）
2050年のCO2削減目標だけでなく、

2030年のCO2削減目標も掲げるべき。

1   [既に盛り込み済みです]
2030年度目標として、35％～38％削減（2013年度

比）を掲げています。（p.2及びp.23）

（p.23）
2030年度の削減目標は、35～38％

では低すぎる。

2

（p.23）
2030年度の削減目標は、35～38％

ではなく、少なくとも50％まで引き
上げるべき。

12

  [引き続き検討します]
 　2030年度の削減目標はp.23に記載のとおり、産業
活動等の社会情勢の将来予測や現時点で考えられる
対策による削減量を客観的に積み上げて設定してい
ます。県の全排出量のうち６割以上を産業部門が占
めており、更なる削減には技術革新が不可欠である
ことから、現時点では35～38％削減の目標は大変高
いハードル（目標）と考えます。
　なお、今後の国の動向や脱炭素社会の実現に向け
たイノベーションの進展等の状況も注視しながら、
必要に応じて計画の見直しを検討していきます。

第４章-Ⅲ
2050年実質
ゼロに向け
た取組の方
向性

第５章-Ⅰ
2030年度
温室効果ガ
ス削減目標
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.23）

2030年度目標35％削減は、チャレ
ンジングな目標であり、個社単体の
努力だけでは達成にかなりの困難を
伴うものと考えている。兵庫県の制
度的、技術的、経済的支援が必要で
あるとともに、低炭素化・脱炭素化
に伴うコストについても社会全体で
負担していくコンセンサスや仕組み
作りが重要である。

1 　[既に盛り込み済みです]
経済対策を優先するのではなく、気候変動対策も

融合させる中で、グリーンリカバリーの考え方を事
業者のみだけだなく、県民・団体・行政もその意
識・責務・負担を共有していく旨、p.27に記載して
います。

第５章-Ⅳにも記載のとおり、目標の達成に向けて
補助や融資等の経済的支援を実施するとともに、産
官学連携の下、研究会を立ち上げるなど技術的支援
にも取り組みます。

（p.24）
STEP1（すう勢による増減）で、-

2,938kt-CO2を見込まれているが、新

しい産業の立地、既存企業の設備増
強や通販の拡大による輸送量増加な
どにより増えるのではないか。

1   [その他]
STEP1（すう勢による増減）は、県及び国の将来予

測値や県内データ（実績値）の線形トレンドから算
出しています。ご意見のとおり貨物輸送など排出量
が増加する分野もありますが、全体では排出量が下
がると予測しています。

（p.24）
STEP2（電力消費に伴う排出量の補

正）では、電力排出係数として
0.37kg-CO2/kWhを採用しているが、こ

の実現は可能なのか。これを達成で
きなければ、計画の達成に齟齬を招
くことにならないか。

1   [その他]
国の「地球温暖化対策計画」の想定値である

0.37kg-CO2/kWhを採用していますが、「石炭火力検討

ワーキンググループ」での検討など、この達成に向
けた取組が国で行われていることから、実現可能と
考えます。

なお、現在国において「エネルギー基本計画」及
び「地球温暖化対策計画」の見直し作業が進められ
ていることから、この値に変更等が生じた場合は、
必要に応じて本計画の見直しも検討していきます。

（p.24）
STEP3（全国共通の取組による削

減）で、産業部門は-5,287kt-CO2を見

込まれている。2015年7月17日に、国
連気候変動枠組条約事務局に提出し
た日本の約束草案では、産業部門の
目安として401百万t-CO2（2013年度比

で6.5％）、エネルギー転換部門を合
わせても474百万 t-CO2（2013年度比

で10.6％）であることから見ると、
過剰に見積られているのではない
か。

1   [その他]
STEP3（全国共通の取組による削減）は、国が「地

球温暖化対策計画」で定めた2030年度目標26％削減
（2013年度比）を達成するために示した各取組のう
ち、県内で実施可能な取組の削減量を指標（出荷
額、床面積等）で按分し、本県分を算出したもので
あり、過剰とは考えていません。

（p.24）
図表38のSTEP3（全国共通の取組に

よる削減）の家庭部門に、「高効率
LED照明の普及」を追記してはどう
か。

1 　[既に盛り込み済みです]
ご提案いただいた「高効率LED照明の普及」は、図

表38に記載の「高効率な省エネルギー機器の普及」
の中に含まれています。詳細は、環境省が公表して
いる「地球温暖化対策計画における対策の削減量の
根拠」をご参照ください。

（p.24）
県の総排出量の６割以上を占める

産業部門の削減対策こそ重要であ
る。同部門の削減目標を引き上げる
べき。（例えば、28.5％削減から
50％削減へ）

2   [引き続き検討します]
電力使用による排出量が６～８割を占める業務・

家庭部門とは異なり、産業部門では熱エネルギー利
用時や製造工程等でも温室効果ガスが排出されるこ
とから、現在の技術では50％削減は困難と考えま
す。

なお、今後の国の動向や脱炭素社会の実現に向け
たイノベーションの進展等の状況も注視しながら、
必要に応じて計画の見直しを検討していきます。

（p.24）
図表39で、排出量の割合が高い産

業部門、運輸部門の削減率が、業務
や家庭部門と比較して低いことにつ
いて説明が必要ではないか。

1 　[ご意見を反映しました]
業務部門及び家庭部門は、排出量のうち、電力使

用によるものが６～８割と大半を占めているため、
電力排出係数の低下による削減効果が大きくなり、
産業、運輸部門と比較して削減率が高くなります。
その旨をp.24に追記します。

第５章-Ⅰ
2030年度
温室効果ガ
ス削減目標
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第５章-Ⅰ
2030年度
温室効果ガ
ス削減目標

（p.24）
排出量の削減量は国を上回る目標

としているが、吸収量については見
劣りする目標である。もっと、踏み
込んだ記載や目標とすべき。

また、国の目標と比較して、そこ
まで到達できない理由、その算定方
法も明確にすべきである。

1   [引き続き検討します]
吸収量の算定方法は、p.23の「削減目標設定の考

え方」に記載のとおり、削減量と同じ算定方法で
す。つまり、STEP3では国計画に基づく全国の吸収量
を県内森林面積で按分して県の吸収量を算出すると
ともに、STEP4では「豊かな森づくり」など県独自の
施策による森林整備等の吸収量を算定しています。
その旨がわかるよう、p.23に記載のSTEP3及び4のと
ころでは、削減量（吸収量）と追記します。

なお、吸収量の目標の引き上げについては、引き
続き検討します。

（p.25）
2030年度に80億kWh（再生可能エネ

ルギー比率22％）では低すぎる。
　90～120億kWhを目標とすべき。
　再エネ比率を40～50％とすべき。

5   [引き続き検討します]
FIT制度の買取価格の低下や適地の減少、土砂災

害への懸念や景観の悪化など地域での様々な問題等
もあり非住宅用太陽光発電の導入の伸びが鈍化して
いるほか、風力発電及び地熱発電は適地が見つから
ないなど、大規模施設の導入が進んでいないことか
ら、現時点では目標値の引き上げは困難と考えま
す。

なお、今後の国の動向や脱炭素社会の実現に向け
たイノベーションの進展等の状況も注視しながら、
必要に応じて計画の見直しを検討していきます。

（p.25）
県下の地域資源を活用して再生可

能エネルギー100％を目指すべきであ
る。そのために、せめて2030年度ま
でに県施設は再生可能エネルギー
100％調達にし、県内市町にも再生可
能エネルギー100％を目指すことを要
請すべき。（公共施設における再生
可能エネルギー導入を推進すべ
き。）

6 　[ご意見を反映しました]
県自らが大規模な消費者・事業者として、率先し

て更なる環境負荷の低減に取り組むために策定して
いる「環境率先行動計画」において、県有施設にお
ける再生可能エネルギーの調達を進めます。「再エ
ネ100宣言RE Action」を応援する立場から再生可能
エネルギー化を段階的に進めていきます。まずは、
環境部局の関連施設（ひょうご環境体験館等）から
取り組んでいきます。その旨を、第５章-Ⅳ 方針１-
７（p.32）に追記します。

また、県内市町に対しても再生可能エネルギーの
調達を促していく旨、第５章-Ⅳ 方針２-５（p.35）
に追記します。

（p.25）
いつまでに再生可能エネルギー

100％にするか期限を明記すべき。

1   [対応困難です]
現在の技術では、再生可能エネルギーのみによる

電力の安定供給は不可能と考えられますので、期限
を明記することは困難です。

（p.26）
再生可能エネルギー増加分は、バ

イオマス発電だけに頼らず、太陽光
発電や風力発電等をもっと増やすべ
き。
　地熱発電も積極的に推進すべき。

2   [引き続き検討します]
FIT制度の買取価格の低下や適地の減少、土砂災

害への懸念や景観の悪化など地域での様々な問題等
もあり非住宅用太陽光発電の導入の伸びが鈍化して
いるほか、風力発電及び地熱発電は適地が見つから
ないなど、大規模施設の導入が進んでいないことか
ら、現時点ではこれ以上の目標値の引き上げは困難
と考えます。

なお、太陽光発電は家庭用や事業所等の屋根・遊
休地を活用した導入、風力及び地熱については、引
き続き県内での再構築・新たな掘り起こしを推進し
ていきます。また、今後の国の動向や脱炭素社会の
実現に向けたイノベーションの進展等の状況も注視
しながら、必要に応じて計画の見直しを検討してい
きます。

（p.26）
2050年実質ゼロの実現を目指し、

再生可能エネルギーをどの分野でど
の程度増やすのか、ガイドラインや
数値目標で明示すべき。

1   [引き続き検討します]
再生可能エネルギーの着実な導入に向けては、ご

提案いただいたようにより細かい目標値を示すこと
が有効であることから、分野ごとの導入目標の策定
等は引き続き検討します。

第５章-Ⅱ
2030年度
再生可能
エネルギー
導入目標
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.26）

再生可能エネルギー別に、基本ポ
テンシャル及び利用可能ポテンシャ
ルをp.26の図表に記載してはどう
か。

2   [引き続き検討します]
非住宅用太陽光発電や風力発電等の大規模なもの

は、土砂災害への懸念や景観の悪化など地域での
様々な問題等もあり、導入が進んでいない状況で
す。国が公表しているポテンシャルデータは、その
ような地域の実情等を考慮したものではないと思わ
れ、全国統一的に調査したポテンシャルデータを記
載することは、今後の導入目標等に誤解を招くおそ
れがあるため、引き続き検討します。

（p.26）
電力と熱に分けて、再生可能エネ

ルギーごとの導入状況と今後の目標
値を記載してはどうか。

1   [引き続き検討します]
ご意見いただいたとおり、再生可能エネルギーの

利用方法としては発電だけでなく、熱利用も考えら
れるため、熱エネルギーに関する記載は引き続き検
討します。

（p.26）
小水力、風力、地熱は伸びない計

画になっているが、理由は何か。一
方で、p.27の方針２では、小水力、
風力の導入拡大となっており、整合
性が取れないのではないか。

1 　[その他]
p.25に記載のとおり、これらの導入量は現状のま

ま推移すると設定していますが、特に風力発電及び
地熱発電は適地が見つからず導入が進んでいないの
が現状です。とはいえ、バランスの取れた再生可能
エネルギーの導入には、これらの導入が欠かせない
ため、小水力は引き続き導入拡大を推進するととも
に、風力及び地熱についても県内での再構築・新た
な掘り起こしを推進していきます。

（p.28～32）
関西広域連合を構成する自治体

で、キャップ＆トレードを実施すべ
き。

1   [その他]
排出量取引（キャップ＆トレード）については、

公平な個別排出枠の設定が困難で、規制や罰則のな
い県（圏）域外への事業所移転が懸念されるなどの
課題がありますが、引き続き国の動向等を注視しま
す。

（p.28～32）
　国に炭素税の導入を求めるべき。

1 　[その他]
炭素税の導入については、現在国において検討中

であるため、動向を注視します。

（p.28～32）
カリフォルニア州が実施している

環境に配慮した企業の認証制度「B
コーポレーション」のように、努力
している企業（特に小規模事業者）
を認証し、例えば税金の優遇措置等
の制度を創設してはどうか。

1   [引き続き検討します]
ご意見いただいたような制度の創設については、

引き続き検討します。

（p.28）
産業部門への規制と厳しい目標を

提起すべき。そのために、大口排出
の企業に対してエネルギー転換や低
排出産業への移行を促すべき。

3

（p.28）
温室効果ガス排出量の半分以上を

占める産業部門において、排出に関
する規制が緩すぎる。

1

（p.28）
　大企業の目標設定を上げるべき。

県内のCO2発生源事業所に対して、

いつまでにゼロを目指すのかの目標
を明確にさせるべき。

2

（p.28）
県内排出量の６割を占める産業部

門をいかに脱炭素型転換するかが鍵
となるが、その点が明確ではない。

1

　[ご意見を反映しました]
　「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、温
室効果ガス排出抑制計画書の策定及び措置結果報告
書の提出を義務付けている制度の強化を検討しま
す。
　また、事業者が同計画書等を策定するに当たり参
考とする「兵庫県特定物質排出抑制に関する指針」
を強化し、事業者に2030年度の削減目標を策定させ
るとともに、脱炭素社会を実現するための取組方針
の策定等を促します。
　第５章-Ⅳ 方針１-１（p.28)の記載内容を修正
し、上記の内容を記載します。

第５章-Ⅱ
2030年度
再生可能
エネルギー
導入目標

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-１
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.28）

一定規模以上の事業者に対して計
画書・報告書を義務付けており、
「計画書及び報告書を広く県民に公
表」とあるが、計画書や報告書の記
載様式によっては企業秘密など機微
情報を記載する場合もあるのではな
いか。公表される項目・内容につい
ては事業者の了解を得るようにすべ
き。

1   [既に盛り込み済みです]
提出いただいている計画書及び報告書と、公表用

の様式は異なります。対象事業者には、公表する前
提で、様式に記入・提出いただいています。

（p.28）
多くの温室効果ガスを排出する石

炭火力発電所をいつまでに廃止する
のかが鍵を握るのに、全く触れられ
ていない。

県下の非効率石炭火力発電所の稼
働停止時期を明確にすべき。

3   [その他]
本計画に基づき、石炭火力発電の廃止や他燃料へ

の転換など積極的な削減策に取り組むよう指導・助
言を行っていきますが、非効率石炭火力発電の廃止
時期等については、現在、国のワーキンググループ
で検討が行われていることから、国の動向を注視し
ます。

（p.28）
石炭火力発電から再生可能エネル

ギーに転換を求め、再生可能エネル
ギー発電100％を目指すべき。

11   [その他]
電源構成を含むエネルギー政策の根幹は、国が責

任を持って進めるものと考えます。
なお、本計画に基づき、石炭火力発電の廃止や他

燃料への転換など積極的な削減策に取り組むよう指
導・助言を行っていきます。

また、本計画では温室効果ガス削減とレジリエン
スの向上等に資する再生可能エネルギーの導入拡大
を図ることとしています。

（p.28）
県下で稼働している石炭火力発電

所の廃止を要請すべき。

（※同意見のうち、速やかな廃止の
要請に対する意見が27件、2030年ま
でが６件、2050年までが２件）

35   [その他]
電源構成を含むエネルギー政策の根幹は、国が責

任を持って進めるものと考えます。
なお、本計画に基づき、石炭火力発電の廃止や他

燃料への転換など積極的な削減策に取り組むよう指
導・助言を行っていきます。

（p.28）
増設予定の㈱コベルコパワー神戸

第３、４号機の石炭火力発電に対し
て、建設・稼働の中止を要請すべ
き。

40   [その他]
電源構成を含むエネルギー政策の根幹は、国が責

任を持って進めるものと考えます。
県としては、「発電施設の導入時点において採用

可能な最も高効率で二酸化炭素排出量の少ない発電
施設を導入し、適切な維持管理を図ることにより、
二酸化炭素排出量を抑制すること。そのうえで、二
酸化炭素総排出量の増加に見合う削減方策を売電先
の対策を含め、手段を明確にして必ず確実に実施
し、二酸化炭素総排出量を施設の供用によって増加
させないこと。」などの意見書を平成30年３月16 日
付けで経済産業省に提出しています。これを受け、
事業者は「施設の供用による二酸化炭素総排出量を
増加させないようにする。」旨の回答を環境影響評
価書（平成30年５月）に示しています。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-1
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-1

（p.28）
県下にある事業所への取組が示さ

れていない。

1 　[既に盛り込み済みです]
県内事業者に対しては「環境の保全と創造に関す

る条例」に基づき、温室効果ガス排出抑制計画書の
策定や措置結果報告書の提出を義務付けるともに
（規模要件あり）、中小事業者に対する補助や融資
等の支援を行う旨を第５章-Ⅳ 方針１に記載してい
ます。

石炭火力発電については、保有事業者に対して、
強化する「兵庫県特定物質排出抑制計画に関する指
針」に基づき、廃止や他燃料への転換を促していく
旨、p.28に記載しています。

（p.29）
すぐに着手でき、経費の回収率も

高いので、家庭用蓄電池システムや
太陽光発電システムの補助の項目に
「高効率LED照明システム」を追加し
てはどうか。

1   [対応困難です]
ご提案いただいた高効率LED照明システム（特に家

庭用）は、現在の補助対象である家庭用蓄電池シス
テムや太陽光発電システムと比較して安価で手軽に
導入できるため、補助は不要と判断します。

（p.29）
戸建て住宅だけでなく、借家やア

パート、マンションなどでも発電で
きる小型の太陽光パネルと蓄電池を
セットにした「ベランダ発電」（独
立電源）を全世帯が導入すれば、総
計で大規模な節電が可能となること
から、「ベランダ発電」への補助制
度や共同購入制度の創設を検討すべ
き。

1   [引き続き検討します]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載の「家庭用蓄

電池や住宅用太陽光発電システムに対する補助制
度」は、３kW以上10kW未満の太陽光発電が対象であ
り、ご提案いただいたような小型タイプは現状、補
助対象外です。

規模要件緩和による補助対象の拡大や共同購入制
度の創設については、引き続き検討します。

（p.29）
太陽光をはじめとする再生可能エ

ネルギーの出力変動対応には、蓄電
池の採用が推奨されている。エネル
ギーを貯めるという意味で、蓄電池
と同等の機能を有すると考えられる
電気自動車と電気式高効率給湯器
（エコキュート）について、再生可
能ネルギーとの併用を条件に補助を
行ってはどうか。（エコキュートに
ついては単独でも）

1   [引き続き検討します]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載の「家庭用蓄

電池や住宅用太陽光発電システムに対する補助制
度」の対象拡大については、引き続き検討します。

なお、ご提案いただいた電気式高効率給湯器（エ
コキュート）については、融資の対象としていま
す。

（p.29）
構造物の断熱強化は暖房費の削減

につながり、省エネになることか
ら、山形県や鳥取県のように兵庫県
において断熱の義務化や基準の強化
を進め、全国に展開すべき。

1   [引き続き検討します]
兵庫県は日本の縮図といわれるように、多様な気

候から成り立っており、ご意見いただいた山形県や
鳥取県のように、全ての地域が豪雪地帯ではないた
め、一律に義務化等を行うことは、困難と考えま
す。

なお、建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律が改正され、令和３年４月１日から省エネ基
準への適合義務制度の対象が拡大されるなど、エネ
ルギー消費量の削減に向けた取組が全国的に推し進
められています。

（p.29）
民間住宅への断熱窓設置などの省

エネ改造について、補助を行うべ
き。

1   [引き続き検討します]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載の「住宅用創

エネルギー・省エネルギー設備設置特別融資制度」
により、断熱窓の設置等に対する融資を実施してい
ますが、ご提案いただいた補助については、引き続
き検討します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-２
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.29）

新築よりもむしろ、既存住宅の改
修が重要であり、その中でも最も断
熱効果の高い開口部の改修（断熱窓
への交換）について支援することが
有効である。「住宅用創エネル
ギー・省エネルギー設備設置特別融
資制度」のメニューとして断熱窓を
明記すべき。

1 　[ご意見を反映しました]
融資の活用を推進するためにも、対象メニューを

広く周知する必要があることから、p.29に融資の対
象メニューを全て記載します。

（p.29）
電気自動車の普及を急ぐべき。政

府は、ガソリン車の新車販売を2030
年半ばまでに廃止としているが、そ
れでは遅すぎる。路線バスも2030年
までに電気に変えるべき。充電設備
も充実させるべき。乗り換えに対す
る特典や補助などを検討すべき。

4 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載のとおり、

FCV（燃料電池自動車）やEV（電気自動車）等への導
入補助を行うとともに、充電設備や燃料供給設備等
のインフラ整備を促進し、ガソリン車からの転換を
推進します。

（p.29）
化石燃料から水素を製造する手法

では脱炭素にならず、コスト的にも
再生可能エネルギーと電気自動車の
組み合わせの方が、効果が高いとも
言われているため、水素の開発と並
行して電気自動車も推進すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載のとおり、EV

（電気自動車）の導入補助を行うとともに、充電設
備等のインフラ整備を促進し、EVの導入を推進しま
す。

（p.29）
水素ステーションの設置拡大を推

進すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に、ステーションの

整備に対して補助を行うなど、インフラ整備を促進
する旨、記載しています。

なお、「ステーション」が「水素ステーション」
である旨を明記します。

（p.29）
　環境に優しいトラック等の導入の
推進には、車両価格と性能はもとよ
り、ステーションや充電・燃料供給
設備等のインフラ整備が必要。同時
に、中小事業者が導入だけでなく、
使用を継続できる助成金や補助金制
度の創設が必要である。また、事業
規模を考慮した公的な表彰制度など
インセンティブ制度も必要である。

1   [引き続き検討します]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載のとおり、ハ

イブリッド及び天然ガストラックや燃料電池バスへ
の補助等により導入を推進するとともに、水素ス
テーションや充電・燃料供給設備等のインフラ整備
を促進します。

中小事業者の継続使用に対する支援や事業規模を
考慮した表彰制度などのインセンティブ制度の創設
については、引き続き検討します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-３

（p.30）
　各自治体のごみ焼却炉でごみ発電
ができるように転換策を盛り込むべ
き。

2 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-３（p.30）に記載のとおり、市

町のごみ焼却施設の更新時やごみ処理広域化に伴う
新設時には、高効率ごみ発電の導入を促進します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-４

（p.30）
J-クレジットの活用を推進すべ

き。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-４（p.30）に記載のとおり、

「CO2削減協力事業」により、J-クレジットの活用を

推進します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-６

（p.31）
県及び各市町所有の土地を共同輸

配送や物流拠点の集約地として活用
すべき。

1   [引き続き検討します]
ご提案いただいた公有地の活用については、引き

続き検討します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-２
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.31）

自動車や自転車の記載はあるが、
鉄道関係はp.20のディーゼル列車の
FC化以外に見当たらない。兵庫県の
鉄道網は有効に使われるどころか、
過疎地では採算が成り立たない状況
と理解している。鉄道網を物流用途
で利用すれば、トラックよりも省エ
ネになるとともに、ローカル線の経
営も助かる。また、自転車の鉄道へ
の持ち込みを可能にすれば、鉄道＋
自転車という省エネ旅も期待でき
る。

1   [引き続き検討します]
第５章-Ⅳ 方針１-６（p.31）に記載のとおり、既

に貨物輸送のインフラ整備が進んでいる路線につい
てはモーダルシフトを推進していますが、ご提案い
ただいたローカル線を活用した貨物輸送や自転車の
持ち込みについては、引き続き検討します。

（p.31）
飛行機、トラックから鉄道、船に

物流を転換していくべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-６（p.31）に記載のとおり、鉄

道、船舶への物流に転換するモーダルシフトを推進
します。

（p.31）
１時間以内のフライトは、鉄道な

どの低炭素交通に代替すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針４-１（p.37）に記載の「COOL

CHOICE」の推進には、長距離移動を伴う旅行時や出
張時における鉄道、バス等の利用を推進することも
含まれています。

（p.32）
知事・副知事公用車、県公用車

は、高級車をやめ、原則、燃料電池
車、電気自動車、プラグインハイブ
リッドカー、30km/ℓ以上の低燃費の
ハイブリッドカーにすべき。

1   [既に盛り込み済み]
第５章-Ⅳ 方針１-７（p.32）に記載のとおり、公

用車への次世代自動車の導入については引き続き、
率先して取り組んでいきます。

（p.32）
県庁新庁舎は、ZEB Oriented等に

止まらず、壁面に太陽光パネルを設
置し、より環境負荷の低いZEBを目指
すべき。
県内公共施設の建て替え時、大規模

補修時は、原則ZEBにすべき。
既存施設は、断熱窓にするなど、

計画的な断熱改修を実施すべき。

1   [引き続き検討します]
県庁舎のように大規模建築物ほど、ZEBの実現が難

しいとされていることから、現時点ではZEB化は困難
と判断しますが、既存施設も含めて引き続き、環境
負荷の低減に努めていきます。

県機関の電力調達は、再エネ供給
量と価格の総合評価入札に変えるべ
き。電力調達環境配慮指針は、再エ
ネ30％や再エネ100％販売事業者が出
てきていることから、例えば、再エ
ネ30％以上30点、再エネ100％70点に
するなど、社会状況に合わせた内容
に指針を変更をすること。

1   [本文の趣旨に一致しています]
「兵庫県の電力の調達に係る環境配慮方針」にお

ける再生可能エネルギー導入状況の評価方法は、既
に見直し作業に入っています。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１及び
２

（p.29、33）
新築住宅も含めて、再生可能エネ

ルギーの普及や省エネ住宅に対する
補助制度を充実させるべき。

3   [引き続き検討します]
p.29及びp.33に記載のとおり、既築住宅に太陽光

発電や蓄電池システムを設置する際の補助や住宅に
創エネルギー・省エネルギー設備を設置する際の融
資、県産木材を利用した環境配慮型住宅への融資等
の支援をしていますが、新築住宅への補助について
は引き続き検討します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１及び
４

（p.32、38)
有機農業や有機畜産、地産地消を

推進すべき。

2 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-８（p.32）に環境創造型農業の

取組面積拡大を図る旨を記載しています。また、第
５章-Ⅳ 方針４-２（p.38）に県産農林水産物の県内
消費を促進する旨、記載しています。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-７

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１-６

12 / 18 ページ



 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針１及び
６

（p.29、43）
CO2排出量の割合が高い産業部門に

おいて、CO2排出量ゼロに向けた取組

に対する支援が必要ではないか。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針１-２（p.29）に記載のとおり、中

小規模事業者に対する補助や融資による支援を実施
します。

また、方針６-２（p.43）に記載のとおり、「兵庫
県最先端技術研究事業」により、環境・エネルギー
等の次世代産業分野における研究等に対して補助を
行うとともに、個別企業では解決が困難な課題につ
いて産官学連携の下、解決策を検討する研究会を立
ち上げます。

（p.33～35）
再生可能エネルギーの普及には、

県民の意識改革が重要であり、県民
が再生可能エネルギーを身近な存在
として、自宅にも導入してみたくな
るような、小型で多様な再生可能エ
ネルギー設備を展示する「再エネ
パーク」を設置してはどうか。

1   [引き続き検討します]
ご提案いただいた「再エネパーク」の設置は、引

き続き検討します。
なお、今年度内にリニューアルオープン予定であ

る「ひょうご環境体験館」では、再生可能エネル
ギー発電や水素発電について理解を深めていただけ
るよう、発電の仕組み等を模型や動画等も交えなが
ら紹介していきます。

（p.33～35）
地熱発電や温水利用など地熱利用

を積極的に推進すべき。また、風、
水、潮流などのエネルギー利用や小
さな水流、小川、谷間の水力発電も
推進が必要。加えて、屋上や屋根を
活用した小さな太陽光発電やソー
ラーシェアリングも推進すべき。

2 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-１（p.33）に記載のとおり、太

陽光発電は補助による住宅太陽光発電の導入や事業
者等による屋根置きの非住宅用太陽光発電の導入を
推進するとともに、ソーラーシェアリングの普及拡
大に努めます。小水力発電についても、事業化に向
けての取組支援やハード整備費用に対する無利子貸
付等により導入を推進します。

風力及び地熱については、方針２-４（p.34）に記
載のとおり、県内での再構築・新たな掘り起こしを
推進していきます。

潮流発電についても、p.22に記載のとおり将来的
には活用できるよう取組を推進します。

（p.33～35）
再生可能エネルギーを利用する法

制度や再生可能エネルギーを増やす
ための支援策の予算等を提示する必
要があるのではないか。

1   [引き続き検討します]
法制度や特に予算に関する情報等は、短い期間で

情報が更新されていくため、中期的な期間を対象と
している本計画に記載することは不向きと考えます
が、HP等による周知について引き続き検討します。

（p.33）
他都県で実施されている再生可能

エネルギー導入に向けた施策を兵庫
県でも実施すべきではないか。
・太陽光発電初期費用ゼロ促進事業
（東京都、神奈川県）
・収益納付型補助金の活用による再
エネ導入促進事業（長野県）
・再生可能エネルギーグループ購入
促進事業（東京都）
・太陽光発電設備等共同購入事業
（長野県）

1   [引き続き検討します]
ご提案いただいた施策の展開は、幅広く検討して

いきます。

（p.33）
太陽光発電については、日本で一

番多くある「ため池」への導入を、
水利組合とも協議して推進すべき。
その際には、県外の企業ばかりでは
なく、地元企業、地元金融機関、自
治体、住民の参加が基本的な条件と
すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-１（p.33）に記載のとおり、た

め池を活用した非住宅用太陽光発電の導入を促進す
るため、周辺環境への影響等も含めた研究・検討を
地域主導で進めていきます。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針２

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針２－１
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針２－１

（p.33）
ソーラーシェアリングやため池発

電への導入を支援すべき。
農業を守る（食糧自給率を上げ

る）という見地や防災の観点から
も、ソーラーシェアリングという一
石数鳥の事業に対し県の「本気の」
後援が重要と考える。

2 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-１（p.33）に記載のとおり、た

め池を活用した非住宅用太陽光発電の導入に向け研
究を進めるとともに、ソーラーシェアリングの普及
拡大に努めます。

（p.33）
兵庫県には多くの河川があること

から、この流れを利用して小水力発
電を推進し、地産地消に取り組むべ
き。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-２（p.33）に記載のとおり、小

水力発電の導入を推進します。

（p.33）
小水力発電の導入拡大のため、

「先進的モデルのハード整備への無
利子貸付」だけでなく、もっと強力
な支援を検討すべき。

1   [引き続き検討します]
ご提案いただいた支援については、引き続き検討

します。
なお、令和３年度から貸付限度額を3,000万円から

5,000万円に拡充します（太陽光発電を除く）。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針２－３

（p.34）
バイオマス発電の燃料は、輸入で

はなく、地域で生産された木材利用
を中心にするべき。

3 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-３（p.34）に記載のとおり、県

内のバイオマスの有効利用に向けた取組を推進しま
す。

（p.34）
県北部で、県外企業も含めて地元

の住民や金融機関、自治体等が協力
した風力発電所の建設に取り組むべ
き。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-４（p.34）に記載のとおり、県

北部に限らず、風力発電の県内での再構築・新たな
掘り起こしを推進します。

（p.34）
風力発電は、レンズ型風力発電の

導入を検討すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針２-４（p.34）に記載のとおり、先

進事例等の情報収集も行いながら、風力発電の県内
での再構築・新たな掘り起こしを推進します。

（p.34）
地熱発電は、第４次計画で導入設

備７千kWとなっていたが、新たな計
画案ではゼロとなっている。湯村温
泉の薬師湯温泉バイナリー発電所が
あるが、これは廃止するのか。地熱
発電は、太陽光発電のように天気に
左右されることなく昼夜通して常時
発電できる自然エネルギーであり、
県内には湯村温泉以外に、有馬温泉
や城崎温泉などの熱源が多数存在す
る。開発目標を掲げて実現へ取り組
むべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
新温泉町薬師湯のバイナリー発電は、出力が40kW

（0.04千kW）と小さいことからp.26に記載の図表41
では０千kW（０kWh）と表示しています。

現状、地熱発電の適地がなく、具体的な新たな計
画がないため目標値も０千kWとしていますが、ご指
摘のとおり県内には熱源が多数存在することから、
第５章-Ⅳ 方針２-４（p.34）に記載のとおり、県内
での再構築・新たな掘り起こしを推進します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針３

（p.36）
地域エネルギー会社がどのような

会社なのか不明。内容を記載すべ
き。また、「官民連携による設立」
を推進するのか、「官民連携によ
り、設立に向けた検討」を推進する
のかわかりにくいので、表現の仕方
を変えるべき。検討ならまだしも、
「官民連携による設立」を企図する
のであれば書きすぎではないか。

1 　[ご意見を反映しました]
地域エネルギー会社とは、地域資源を活用したエ

ネルギーによる電力等を地域内の需要家に供給する
地産地消の担い手であり、その収益により地域課題
解決サービスを提供する事業体を想定しています。
その旨を要約して「エネルギーの地産地消及び地域
経済の基盤の創出に貢献する」とp.36に記載してい
ます。

ご意見を踏まえ、「官民連携による設立に向けた
検討を推進する」を「官民連携による設立、取組を
推進する」とします。

なお、関わり方は様々ですが、官民連携による設
立は全国でも事例があり、設立を企図することは書
きすぎではないと判断します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針２－２

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針２－４
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第５章　Ⅳ
削減策の取
組
方針３

（p.36）
電力は常に需要と供給の一致が求

められる上、大量に貯めることが困
難であり、出力が変動する再エネだ
けでは安定的な電力供給を確保でき
ない。蓄電池やバックアップ電源と
セットでのエネルギーシステム構築
が必須であり、調整力、バックアッ
プ確保の観点についても記載をした
らどうか。

1 　[ご意見を反映しました]
ご意見を踏まえ、第５章-Ⅳ 方針３（p.36）に

「中小規模事業者を対象とした「地球環境保全資金
融資制度」により、地域分散型エネルギーシステム
の構築に当たり必要となる蓄電池やバックアップ電
源等の確保を支援する。（再掲）」と追記します。

第５章　Ⅳ
削減策の取
組
方針３及び
５

（p.36、41)
近在の山林（里山及び奥山）が放

置されて人が入れなくなっており、
保全や木材活用などの対策ができ難
いことが課題である。里山で伸び放
題になっている杉や檜、繁殖してい
る孟宗竹などのニーズ(肥料、緩衝
材、断熱材など）を開発し、地産地
消の仕組みができれば雇用が生ま
れ、物流燃料の節約や過疎・少子高
齢化対策にも結びつくのではない
か。森林樹木更生は獣害対策、防災
にもつながると考えられる。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針３（p.36）に記載のとおり、地域

の再生可能エネルギーの活用及び里山等の適切な維
持管理による生物多様性の保全に貢献する「地域循
環共生」の創出を推進します。

また、第５章-Ⅳ 方針５-２（p.41）に記載のとお
り、地域、事業者、市町等と連携したワークショッ
プを開催するなど、放置竹林の適正管理及び竹の利
活用に向けた検討を進めます。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針４

（p.37～39）
家庭部門での取組に大きな個人差

があると感じている。家庭部門の目
標を達成するためには、補助や融資
等の経済的支援の強化が必要であ
る。

また、家庭部門への推進の一環と
して、モデルハウスを建てて一般市
民への公開・相談に当たる事業を展
開してはどうか。

1   [引き続き検討します]
ご提案いただいた経済的支援の強化やモデルハウ

スを活用した家庭部門への推進については、引き続
き検討します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針４-１

（p.37）
県民にCOOL CHOICEの実行を促すた

めには、少し高価な選択であっても
そちらを選ぶ（コストを負担する）
意識を持っていただくような広報が
必要である。

1  [ご意見を反映しました]
各地域の消費者センターや消費者団体による研修

会の開催など、「ひょうご消費生活プラン」に基づ
き、人や社会・環境に配慮した消費行動「エシカル
消費」の普及・啓発を行っていく旨を第５章-Ⅳ 方
針４-１（p.37）に追記します。

（p.37）
うちエコ診断は、受診だけで終

わっては意味がなく、受診後の対策
として設備更新を推進する仕掛けが
必要ではないか。

1 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針４-２（p.37）に記載のとおり、省

エネ家電への買い換えや創エネ・省エネ機器の導入
に対して補助を行うなど、うちエコ診断の受診者に
よる取組を推進します。

（p.38）
地球温暖化防止活動推進員の取組
を、一般的な啓発活動から県や市町
の施策推進実践活動にも展開しては
どうか。

1 　[既に盛り込み済みです]
地球温暖化防止活動推進員には、地域に根ざした

きめ細やかな活動を実践していただくことを求めて
おり、第５章-Ⅳ 方針４-２（p.38）に記載のとお
り、地域に最も身近な地方公共団体である市町との
連携した取組を推進します。

（p.38）
地球温暖化防止活動推進員に、学

生もしくは18～22歳枠を設けてはど
うか。

2  [ご意見を反映しました]
地球温暖化防止活動推進員の学生枠の創設を検討

しています。その旨を第５章-Ⅳ 方針４-２（p.38）
に追記します。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針４-２
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
（p.38）

地球温暖化防止活動推進員が普及
啓発を行っていく上で、次のような
機会があれば理解が深まると考え
る。
・推進員個人の気づきや身近な取組
等を気軽に話し合う機会
・省エネ、地産地消、食品ロスや３R
についての事例紹介の場
・企業や行政等の取組例や課題、将
来への見通しなどを紹介する場

1 　[既に盛り込み済みです]
地球温暖化防止活動推進員による普及啓発が活発

に実施されるよう、第７章-Ⅰ（p.77～80）にも記載
のとおり、各主体の参画と協働の下、取組を進めて
いきます。

（p.38）
エコドライブ運動を形式的に推進

していくのではなく、会社とドライ
バーが率先してエコドライブを継続
するメリットが必要。社内による手
当の支給や表彰制度だけでなく、公
的な助成金も含めて、インセンティ
ブ制度を創設すべき。

1   [引き続き検討します]
インセンティブ制度としては、公益財団法人 交通

エコロジー・モビリティ財団が主催する「エコドラ
イブ活動コンクール」などの表彰制度があります
が、助成金等を含む新たな制度の創設については、
引き続き検討します。

（p.39）
脱プラスチック対策の強化も必要

である。焼却中心から脱却し、ごみ
を出さないシステムの確立を目指す
べき。

2 　[既に盛り込み済みです]
第５章-Ⅳ 方針４-４（p.39）に記載のとおり、プ

ラスチックごみ対策を推進します。

（p.55）
地球温暖化の影響は、人間のみな

らず、他の生物にまで影響を与えて
いる。温暖化対策に取り組むに当
たっては、人間のみのことを考える
のではなく、そこで生息する他の生
物のことも考えて推進していくべ
き。

1 　[既に盛り込み済みです]
第６章-Ⅲ ３（p.55）に記載のとおり、適応策の

取組として「生物多様性ひょうご戦略」に基づく各
種施策を推進します。

また、生物多様性の保全に貢献する「地域循環共
生圏」の創出やCO2削減及び生物多様性の保全に貢献

するグリーンインフラの活用なども推進する旨、記
載しています。

（p.63）
治水事業には、総合治水を。ダム

に頼らない流域治水も。
堤防強化、水田、施設、運動場な

どの貯水効果を利用すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第６章-Ⅲ ３に記載のとおり、総合的な治水対策

を推進するとともに（p.63）、防災施設の整備等に
当たっては、グリーンインフラの活用を推進します
（p.65）。

（p.64）
今後の気象災害に備えて、防災体

制を強化すべき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第６章-Ⅲ ３（p.64）に記載のとおり、防災体制

の整備に取り組んでいます。

（p.65）
公助、共助、自助の連携を密にす

べき。

1 　[既に盛り込み済みです]
第６章-Ⅲ ３（p.65）に適応策の取組内容とし

て、自助及び共助からなる地域防災力の向上と、公
助の機能強化を適切に組み合わせ、各主体が役割分
担をして取り組む旨を記載しています。

（p.77～80）
県と市町がしっかり協働して取組

を進めていく必要を感じる。

2   [既に盛り込み済みです]
第７章-Ⅰ（p.77～80）に記載のとおり、各主体と

連携して取組を推進していきます。

（p.77～80）
公共事業には、住民参加を促すべ

き。

1   [既に盛り込み済みです]
第７章-Ⅰ（p.77～80）に、県民・事業者・団体・

行政等様々な主体の参画と協働の下、取組を進めて
いくことが重要である旨を記載しています。

第５章-Ⅳ
削減策の取
組
方針４-２

第６章-Ⅲ
適応策の取
組

第７章-Ⅰ
各主体の役
割
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方

第７章　Ⅱ
及びⅢ
推進体制
進行管理

（p.81～82）
2050年実質ゼロは、県民のみなら

ず、国民的、世界的課題である。こ
のような大きな課題への取組は、徹
底した住民参加型で推進すべきであ
り、県下各分野、若者も含めた各年
齢層の意見が反映できる仕組みづく
り（委員会、協議会、県民会議、目
安箱の設置など）が必要ではない
か。

7   [引き続き検討します]
ご提案いただいた仕組みづくりについては、引き

続き検討します。

第７章　Ⅱ
推進体制

（p.81）
NPO等の協力も得て、グローバルな

視点から取り組んでいただきたい。

1   [既に盛り込み済みです]
第７章-Ⅱ（p.81）に、NPO等も含めて、県民・事

業者・団体・行政等が一体となって取り組むことが
重要である旨、また、国際的環境関連研究機関とも
連携して取組を進めていく旨を記載しています。

（p.82）
計画が最終決定されれば、本計画

の進捗状況を調査・点検、評価し、
その内容公表すべき。

5

（p.82）
PDCAサイクルを回すべき。

1

計画案の検討は、県環境審議会を
公開し、計画案づくりの抜本的見直
しが必要である。

限られた専門家を中心とする閉鎖
的な審議会で検討されている。

2   [その他]
県環境審議会は原則、公開となっており傍聴が可

能です。当日の資料や議事録等も県ホームページで
公表しています。

なお、現在審議いただいている「兵庫県環境審議
会大気環境部会」は、各分野の学識者に加え、消費
者団体の代表者や各業界団体の代表者、県会議員等
も委員に就任いただいており、幅広い分野の方々か
らご意見を頂いています。

幅広い県民の参加、特に未来に生
きる若い世代の意見を聞く機会を設
けた上で、計画案を提示すべきでは
ないか。

4   [その他]
今年度から実施している「ひょうご高校生環境・

未来リーダー育成プロジェクト」の参加高校生に、
本計画の若い世代向けパンフレットを作成いただく
予定にしています。

今後は、このような機会を捉えて、若い世代との
意見交換を行うよう検討していきます。

SDGsの取組は、中小企業でも取り
組みやすいように簡素化する必要が
ある。

1   [その他]
本計画で示す取組に限らず、環境の取組は持続可

能な社会の実現を目指すものであり、SDGsと理念を
共有しながら、経済・社会の課題を解決していくこ
とが重要です。各主体がSDGsの理念を共有しながら
取組を進めていけるよう、あらゆる機会を捉えて
SDGsとの関係性を「見える化」しながら、県民一人
一人の意識改革を促していきます。

住宅販売時に（中古を含む）、住
宅の電気代がいくらになるかわかる
ような仕組みを作るべき。

1   [その他]
居住人数や生活スタイルによって、電気使用量が

変わるため、販売時に示すことは困難と考えます。

　[既に盛り込み済みです]
　第７章-Ⅲ（p.82）に記載のとおり、GPDCAサイク
ルの考え方に基づき、進行管理を行います。
　県内の温室効果ガス排出量は、毎年、推計し公表
するとともに、本計画の目標値の達成状況及び施策
の取組状況等は「兵庫県環境基本計画の点検・評価
結果」の中でとりまとめ、兵庫県環境審議会に報告
し、意見・提言を求めていきます。

第７章　Ⅲ
進行管理

その他
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 項目等 　意見等の概要 件数 　県の考え方
飛行時間が１時間以内の短距離便

は、将来的に止める方向で検討すべ
き。

1   [その他]
路線の決定は、各航空会社が判断すべき内容と考

えます。
なお、第５章-Ⅳ 方針４-１（p.37）に記載の

「COOL CHOICE」の推進には、長距離移動を伴う旅行
時や出張時における鉄道、バス等の利用を推進する
ことも含まれています。

太陽光発電の大規模乱開発を規制
することに賛同します。

2   [その他]
引き続き、「太陽光発電施設等と地域環境との調

和に関する条例」及び「環境影響評価に関する条
例」に基づき、大規模太陽光の設置による環境面及
び防災面への影響等を確認していきます。

再生可能エネルギー導入の推進は
必要だが、そのために新たに土地開
発を行うのではなく、既にある建
物、土地を再利用するなど自然破壊
をしない方法で進めるべき。

1   [その他]
引き続き、「太陽光発電施設等と地域環境との調

和に関する条例」及び「環境影響評価に関する条
例」に基づき、再生可能エネルギーの導入による環
境面及び防災面への影響等を確認していきます。

水素は、再生可能エネルギー由来
のものであることを日常的にチェッ
クする仕組みを作るべきである。

1   [その他]
　国や製造会社で対応すべき課題と判断します。

神戸市都心部は河川氾濫や六甲山
麓の土砂災害などのリスクがあるほ
か、ヒートアイランド現象も多発し
ていることから、北区や六甲山中腹
に人口を分散させる施策が必要では
ないか。

1   [その他]
　神戸市が検討すべき内容と判断します。

神戸市など炭素排出量が多い自治
体における低炭素化の状況を県が確
認していくよう、チェック項目等を
本計画に明記すべき。

1   [その他]
　各市町で確認を行うべき内容と判断します。

　危険な原発を今すぐ全廃すべき。
　脱炭素と脱原発はセットである。

原発に代えて再生可能エネルギー
の導入を推進すべき。

5   [その他]
電源構成を含むエネルギー政策の根幹は、国が責

任を持って進めるものと考えます。
なお、本計画では温室効果ガス削減とレジリエン

スの向上等に資する再生可能エネルギーの導入拡大
を図ることとしています。

その他
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